
※協会のうごき

　Ｒ　２年１１月 Ｒ　２年１２月（予定）
２日 日事連景観・まちづくり専門委員会（村田会長Ｗｅｂ） ３日 日事連全国会長会議、日事政研フォーラム（村田会長Ｗｅｂ）
４日 日事連災害対策特別委員会（村田会長Ｗｅｂ） ２８日 仕事納め
５日 親睦ゴルフ大会（秋田カントリー倶楽部）

１０日 耐震診断事前審査（本荘ＣＰ）
１１日 中央支部理事会
１７日 耐震診断判定委員会（本荘ＣＰ）
１８日 北東ブロック協議会会長会議（村田会長・花田専務理事）

Ｗｅｂ参加
２０日 改正建築物省エネ法講習会（秋田ビューホテル）
２５日 令和２年度「ウッドファーストあきた木造・木質化建築賞」

審査会(村田会長）
広報委員会あきた杉担当部会

２６日 日事連理事会(村田会長Ｗｅｂ） 　　　　

◆◆◆　あきた省エネプラットホーム事業◆◆◆
　　　　　　　新型コロナウイルス感染症に伴う誹謗中傷防止共同宣言

秋田県生活環境部温暖化対策課
秋田県総務部

この事業は、経済産業省の補助事業である「省エネルギー相談地域
　新型コロナウイルスの感染者等への誹謗中傷が全国的に問題となっており プラットホーム構築事業」に基づき、中小規模の法人及び個人事業主
　本県においても感染者又はそのご家族等に対する差別的な言動がＳＮＳな を対象に、省エネルギー関する診断や、具体的な対策の助言等の支援
　どで確認されるほか、感染のリスクに直面しながら懸命に治療に当たってい を行うものであります。
　る医療関係者に対しても同様の行為が見られます。
　こうした状況を踏まえ、１０月２８日に行政、人権擁護、医療、福祉、経済、 ◎中小企業等の省エネを応援します。
　教育の団体に県内トップスポーツを合わせた２０団体が、「新型コロナウイル 地域の身近な専門家がみなさまをサポート！　
　ス感染症に伴う誹謗中傷防止共同宣言」を行い、「ＮＯ！コロナ差別～感染
　した方々にはやさしさを、ウイルスと闘うすべての方々に感謝を～」をキャッチ ・省エネを実践したいが、どこから手を付けたらいいのか分からない
　フレーズに、誹謗中傷をの防止を呼びかけるとともに、医療従事者や生活 ・実施計画やマニュアルを作りたい
　必需品の生産・流通など県民生活を支える方々に感謝の気持ちを表すメッ ・補助金等の制度について知りたい
　セージを募集し紹介する活動を、関係団体と連携・協力して全県的に展開 ・社内の省エネ意識を高めたい
　していくこととしたところです。
　　 ◎省エネ無料相談受付中
　※この誹謗中傷防止共同宣言に当協会も賛同いたしましたので、会員の 地域のみなさまに省エネの取り組みをきめ細かくサポートするサー
　　　皆様も誹謗中傷や差別は行わないなどの、ご協力をお願いいたします。 ビスです。

お申し込みいただいた企業様に各分野の専門家が伺い、省エネに
　　　「ＮＯ！コロナ差別」 関する診断等を行ったうえで、具体的な対策をアドバイスをいたします。

 　～感染した方々にはやさしさを　　ウイルスと闘うすべての方々に感謝を～ ※協会事務局に省エネ無料相談申込書ががあります。必要な方はご
　　連絡ください。

　わたしたちは、お互いに連携して、感染された方やそのご家族などへの誹謗
　中傷や差別的な言動を防ぎ、思いやりを持った冷静な行動を呼びかけると
　ともに、医療従事者をはじめ、ウイルスと闘う全ての方々に感謝し応援する 　　　　●●●転倒災害防止対策について●●●
　活動を展開することにより、県民一人ひとりが互いに支え合い、人権を尊重
　するやさしさに満ちた寛容な社会の実現を目指します。 秋田労働局労働基準部長

秋田県内で発生する休業４日以上の労働災害のうち、転倒による災害
が最も多く全体の２５％を占めており４人に一人が転倒災害により怪我
をしている現状にあります。

　　　　　　　　　　　日事連◆建築士事務所”所得サポートプラン　　 特に県内では、冬季の転倒災害が多く発生しており、転倒災害を撲滅
するため、秋田労働局では転倒災害防止プロジェクトチームを設置し

　日事連建築士事務所サポートプランは万一、病気やケガでで働けなくなった 「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」を推進し、労働災害防止対策に取り組
　時の就業不能中の所得をカバーします。 んでおります。
　「特定感染症(※）危険補償特約セットプラン」を新設しました。
　※「特定感染症」とは、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める ＊低い段差　　＊通路の不要物　　＊ぬれた床　　＊くぼみや凍結箇所
　等の政令」により指定された新型コロナウイルスおよび「感染症の予防及び
　感染者の患者に対する医療に関する法律」に規定するものをいいます。 会員の皆様も、上記のことに気をつけて転倒しないように気をつけ
　このサポートプランの資料は事務局にあります。 ましょう！！！
　 

　　　　　　※　　第４期　　建築士定期講習　　　令和３年２月１６日(火）　　秋田テルサにて開催予定です！！！！

　　　新型コロナウイルスの感染状況によっては、対面講習からＤＶＤ講習に変更する場合もあります。

」


